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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) 上記売上高には、消費税等は含まれていない。 

  

回次 第104期中 第105期中 第106期中 第104期 第105期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 13,096 14,353 16,572 27,413 29,805

経常利益 (百万円) 231 487 237 1,080 760

中間(当期)純利益 (百万円) 139 259 124 478 386

純資産額 (百万円) 24,527 24,830 24,953 24,578 24,863

総資産額 (百万円) 34,448 35,619 38,106 34,769 37,079

１株当たり純資産額 (円) 451.11 456.86 459.36 452.12 457.62

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 2.56 4.77 2.28 8.78 7.11

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 2.54 4.69 2.26 8.65 7.02

自己資本比率 (％) 71.2 69.7 65.5 70.7 67.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 526 764 69 1,450 1,723

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △587 △421 △665 △1,237 △1,430

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △279 △137 △104 △408 △202

現金及び現金同等物 
の中間(期末)残高 

(百万円) 7,264 7,620 6,879 7,346 7,498

従業員数 (名) 613 683 757 599 733



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) 上記売上高には、消費税等は含まれていない。 

  

回次 第104期中 第105期中 第106期中 第104期 第105期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 12,881 13,549 14,720 27,135 28,085

経常利益 (百万円) 223 375 182 1,066 665

中間(当期)純利益 (百万円) 128 195 88 491 347

資本金 (百万円) 10,951 10,951 10,951 10,951 10,951

発行済株式総数 (株) 54,435,098 54,435,098 54,435,098 54,435,098 54,435,098

純資産額 (百万円) 24,591 24,967 25,036 24,780 25,072

総資産額 (百万円) 34,004 34,702 36,051 34,427 36,127

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 4 4 4 8 8

自己資本比率 (％) 72.3 71.9 69.4 72.0 69.4

従業員数 (名) 533 504 489 511 498



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ない。なお、株式会社佐藤商行は、前連結会計年度において非連結子会社であったが、重要性が増したことから、当

中間連結会計期間より新たに連結の範囲に含めた。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、関係会社の異動はない。なお、当中間連結会計期間より新たに連結子会社になった

株式会社佐藤商行の概要は次の通りである。 

平成17年９月30日現在 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 新規連結子会社株式会社佐藤商行の従業員数が共通その他部門に14名含まれている。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特記すべき事項はない。 

  

名称 住所 資本金 
主要な事業
の内容 

議決権の
所有・被所有割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

(連結子会社)      

株式会社佐藤商行 東京都千代田区 20百万円 
合成樹脂の
販売 

70.7 ―

当社が製品等の販売
を行い、原材料の供
給を受けている。 

役員の兼任１名 

部門 従業員数(名)

ポリエステル 348 

エマルジョン 126 

フェノール樹脂 55 

共通その他 228 

合計 757 

従業員数(名) 489 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資と個人消費の回復、アジア地域の好況等により、景気がゆ

るやかに回復する中で、素材関連業種を中心に企業業績は回復を見せている。しかし、引き続く原油価格の高騰に

よる原材料高は、景気の先行きに不透明感を残す状況になっている。 

当合成樹脂業界においても、原油の高騰を背景とする石化原料の度重なる値上がりが企業努力の限界を超える状

況にあり、厳しい事業環境になっている。 

このような情勢の下にあって、当社グループは成長市場に向けた研究開発のスピードアップ、販売価格の是正、

きめ細かい購買政策、生産・物流の効率化への取り組み等収益力強化に努力してきた。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高16,572百万円(前年中間期比2,219百万円増・同15.5％増)とな

り、経常利益は237百万円(前年中間期比250百万円減・同51.3％減)、中間純利益は124百万円(前年中間期比135百万

円減・同52.3％減)となった。 

以下各部門の営業概況は次の通りである。 

  

ポリエステル部門 

汎用製品の不飽和ポリエステル樹脂(リゴラック)及びその二次製品である成形材料(リゴラックBMC及びリゴラッ

クSMC)は、建設資材分野や工業機材分野が増加したことにより、売上高は前年中間期を上回った。 

ビニルエステル樹脂(リポキシ)は、民間設備投資の堅調さや電子材料分野の増加により、売上高は前年中間期を

上回った。 

生分解性樹脂(ビオノーレ)は、農業用資材分野の伸び悩み等から前年中間期を下回った。 

以上の結果からポリエステル部門の売上高は、8,146百万円(前年中間期比11.6％増)となった。 

  

エマルジョン部門 

エマルジョン重合系樹脂(ポリゾール)は、接着、塗料、土木等建築関連分野の伸張により、売上高は前年中間期

を上回った。 

溶液重合系樹脂(ビニロール及びコーガム)は、各分野で需要が減退し、売上高は前年中間期を下回った。 

縮合系樹脂(ポリフィックス及びミルベン)は、紙、繊維分野の需要が減退したが、売上高は前年中間期を上回っ

た。 

以上の結果からエマルジョン部門の売上高は、4,590百万円(前年中間期比3.1％増)となった。 

  

フェノール樹脂部門 

フェノール樹脂部門は、原料アップに伴う販売価格の上昇等により、売上高は、2,374百万円(前年中間期比

13.8％増)となった。 

  

その他部門 

ハイパック部門は、給水袋をはじめとしたチャック袋等の伸張により、売上高は前年中間期を上回った。 

また、当中間連結会計期間より株式会社佐藤商行を新規連結とした。 

以上の結果からその他部門の売上高は、1,463百万円(前年中間期比182.9％増)となった。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ619百万円の減少となり、当中間期

末残高は6,879百万円となった。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益の減少及び運転資金の増加等により、前年中間期に比べ695百万

円少ない、69百万円の収入となった。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産取得による支出の増加及び貸付金の回収による収入

の減少等により、前年中間期に比べ243百万円多い、665百万円の支出となった。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により、前年中間期に比べ33百万円少ない、104百万円の

支出となった。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を部門別に示すと、次のとおりである。 
  

(注) １ 金額は、販売価格によっている。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは見込生産である。したがって、受注状況について該当するものはない。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

２ その他部門の販売高には、新たに連結子会社となった株式会社佐藤商行の販売高が含まれている。 

  

部門 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

ポリエステル 7,767 9.7 

エマルジョン 4,137 1.5 

フェノール樹脂 2,110 7.3 

その他 380 5.9 

合計 14,394 6.8 

部門 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

ポリエステル 8,146 11.6 

エマルジョン 4,590 3.1 

フェノール樹脂 2,374 13.8 

その他 1,463 182.9 

合計 16,572 15.5 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が事業上及び財務上の対処すべき課題に

ついて、重要な変更及び新たに生じた課題はない。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発体制は、既在事業及びその周辺分野について、伊勢崎研究所及び龍野研究所を中心に、ま

た新規事業分野について、新規開発部及び総合研究所を中心に進められている。 

研究活動としては、ポリエステル部門、エマルジョン部門、フェノール樹脂部門、その他部門の各部門とも、基本

的には高機能指向と高付加価値分野への展開を軸としているが、環境変化の著しい今日において、事業戦略上、その

変化に対応して市場ニーズに的確にフィットした新製品の開発を積極的に進め、また既存製品の改良、改善を行い、

一層の差別化展開を図るべく研究開発を行っている。 

研究開発は全社共通のテーマをもって、ポリエステル部門、エマルジョン部門、フェノール樹脂部門、その他部門

で活動しており、関連開発費用については、それぞれの部門毎には、関連づけられない。 

なお、当中間連結会計期間の研究開発費としては、751百万円(売上高比4.5％)を投入した。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

特記事項なし。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記事項なし。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 平成17年12月１日から、この半期報告書提出日までの転換社債の株式への転換により発行された株式数は含まれていない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

2006年３月31日満期円建転換社債(平成８年11月１日発行) 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 87,700,000

計 87,700,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月20日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 54,435,098 54,435,098
東京証券取引所
(市場第一部) 

― 

計 54,435,098 54,435,098 ― ― 

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

転換社債の残高(百万円) 930 930

転換価額(円) 720 720

資本組入額(円) 360 360



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 54,435,098 ― 10,951 ― 9,912

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

昭和電工株式会社 東京都港区芝大門１丁目13番９号 20,489 37.6

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,870 3.4

昭光通商株式会社 東京都港区芝公園１丁目７番13号 1,200 2.2

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18番24号 1,001 1.8

株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町２丁目１番８号 899 1.6

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 670 1.2

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 623 1.1

大 森 康 幸 山形県寒河江市本町３丁目３番７号 600 1.1

長瀬産業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町５番１号 584 1.0

シービーエヌワイ デイエフエ
イ インターナショナル キャッ
プ バリュー ポートフォリオ 
(常任代理人 シティバンク 
エヌ・エイ東京支店) 

1299 0CEAN AVENUE, 11F, SANTA 
MONICA, CA 90401 USA 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

403 0.7

計 ― 28,339 52.0



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の中に7,000株(議決権７個)含まれている。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式523株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

114,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

53,744,000 
53,744 ― 

単元未満株式 
普通株式 

577,098 
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 54,435,098 ― ― 

総株主の議決権 ― 53,744 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
昭和高分子株式会社 

東京都千代田区神田錦町
三丁目20番地 

114,000 ― 114,000 0.2

計 ― 114,000 ― 114,000 0.2

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 360 349 355 355 361 372

最低(円) 318 324 326 346 338 348



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はない。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24

号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

  ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書きに

より、改正前の中間連結財務諸表規則を適用している。 

  

２ 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

  ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書きによ

り、改正前の中間財務諸表等規則を適用している。 

  

３ 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、監査法人不二会計事務所により中間監査を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    2,388 2,295   2,513 

２ グループ内預け金 ※２  5,232 4,584   4,984 

３ 受取手形及び売掛金 ※３  7,871 9,559   8,950 

４ たな卸資産    2,907 3,332   3,468 

５ 未収入金 ※４  3,219 2,764   2,675 

６ その他    672 370   290 

貸倒引当金    △31 △59   △6 

流動資産合計    22,257 62.5 22,846 60.0   22,874 61.7

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物及び構築物   4,652   5,005 4,935   

(2) 機械装置 
  及び運搬具   2,759   3,049 2,619   

(3) 土地   1,735   1,735 1,735   

(4) その他   817 9,962 1,044 10,834 883 10,172 

２ 無形固定資産    193 641   579 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   2,699   3,246 3,039   

(2) その他   586   599 473   

 貸倒引当金   △78 3,206 △59 3,786 △59 3,453 

固定資産合計    13,362 37.5 15,260 40.0   14,204 38.3

資産合計    35,619 100.0 38,106 100.0   37,079 100.0

           



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金    6,194 8,011   7,884 

２ 短期借入金    320 618   465 

３ １年以内償還予定の 
転換社債    ― 930   930 

４ 賞与引当金    387 357   344 

５ 設備関係支払手形    103 ―   ― 

６ その他    1,766 1,956   1,219 

流動負債合計    8,770 24.6 11,871 31.1   10,843 29.2

Ⅱ 固定負債          

１ 転換社債    930 ―   ― 

２ 長期預り金    153 309   307 

３ 退職給付引当金    432 219   349 

４ 役員退職慰労引当金    146 16   165 

５ その他    ― 353   209 

固定負債合計    1,662 4.7 897 2.4   1,030 2.8

負債合計    10,431 29.3 12,769 33.5   11,873 32.0

(少数株主持分)          

少数株主持分    357 1.0 385 1.0   342 0.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    10,951 30.8 10,951 28.7   10,951 29.5

Ⅱ 資本剰余金    9,912 27.8 9,912 26.0   9,912 26.7

Ⅲ 利益剰余金    3,703 10.4 3,533 9.3   3,612 9.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    358 1.0 642 1.7   535 1.5

Ⅴ 為替換算調整勘定    △70 △0.2 △53 △0.1   △118 △0.3

Ⅵ 自己株式    △23 △0.1 △33 △0.1   △29 △0.0

資本合計    24,830 69.7 24,953 65.5   24,863 67.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計    35,619 100.0 38,106 100.0   37,079 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    14,353 100.0 16,572 100.0   29,805 100.0

Ⅱ 売上原価    10,669 74.3 13,016 78.5   22,535 75.6

売上総利益    3,684 25.7 3,556 21.5   7,269 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,181 22.2 3,285 19.9   6,405 21.5

営業利益    503 3.5 271 1.6   864 2.9

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息及び配当金   25   77 55   

２ その他   17 42 0.3 29 107 0.6 17 72 0.2

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   9   17 22   

２ 開発製品関連費用   ―   55 ―   

３ 設備工事期間 
  停止費用   ―   35 ―   

４ その他   50 59 0.4 33 140 0.8 155 177 0.6

経常利益    487 3.4 237 1.4   760 2.5

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益   ― ― ― ― ― ― 15 15 0.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益    487 3.4 237 1.4   774 2.6

法人税、住民税 
及び事業税   30   25 50   

法人税等調整額   170 200 1.4 82 107 0.7 312 362 1.2

少数株主利益    27 0.2 7 0.0   26 0.1

中間(当期)純利益    259 1.8 124 0.7   386 1.3

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   9,912 9,912   9,912

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  9,912 9,912   9,912

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,661 3,612   3,661

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益 259 124 386 

連結子会社増加に伴う 
増加高 

― 259 14 138 ― 386

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金 217 217 217 217 435 435

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  3,703 3,533   3,612

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 487 237 774

減価償却費  530 536 1,096

貸倒引当金の増加額・ 
減少額(△) 

 0 △0 △78

賞与引当金の増加額・ 
減少額(△) 

 △18 12 △61

退職給付引当金の 
減少額(△) 

 △85 △147 △168

役員退職慰労引当金の 
減少額(△) 

 △105 △149 △85

受取利息及び受取配当金  △25 △77 △55

支払利息  9 17 22

為替差損・差益(△)  △2 △2 1

有形固定資産売却・ 
除却損 

 7 4 19

有形固定資産売却益  ― △2 ―

投資有価証券売却益  ― ― △15

投資有価証券評価損  0 ― 0

その他の投資等売却・ 
除却損 

 1 25 74

その他の投資等評価損  ― ― 41

売上債権の増加額(△)・ 
減少額 

 58 △391 △400

たな卸資産の 
増加額(△)・減少額 

 △257 152 △826

その他の流動資産等の 
増加額(△) 

 △75 △62 △27

仕入債務の増加額・ 
減少額(△) 

 190 △343 1,496

その他の流動負債の 
増加額・減少額(△) 

 70 229 △53

その他の固定負債の 
増加額 

 ― 7 ―

小計  785 45 1,756

利息及び配当金の受取額  25 77 55

利息の支払額  △9 △14 △20

法人税等の支払額  △37 △39 △69

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 764 69 1,723



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形・無形固定資産の 
取得による支出 

 △591 △653 △1,814

有形固定資産の 
売却による収入 

 ― 2 ―

投資有価証券の 
取得による支出 

 △1 △2 △66

投資有価証券の 
売却による収入 

 ― ― 38

貸付による支出  △24 △1 △25

貸付金の回収による収入  92 6 109

長期預り金の収入  129 ― 365

その他の投資の 
取得による支出 

 △33 △21 △58

その他の投資の 
回収による収入 

 6 4 22

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △421 △665 △1,430

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入による収入  92 120 249

自己株式の取得による 
支出 

 △3 △4 △9

配当金の支払額  △220 △219 △435

少数株主への配当金の 
支払額 

 △6 △1 △6

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △137 △104 △202

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 2 16 △6

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額・減少額(△) 

 207 △684 86

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 7,346 7,498 7,346

Ⅶ 新規連結に伴う 
現金及び現金同等物の 
増加額 

 67 65 67

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 7,620 6,879 7,498

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 ３社 

ハイパック株式会社 

上海昭和高分子有限

公司 

(1) 連結子会社の数 ４社 

ハイパック株式会社 

上海昭和高分子有限

公司 

(1) 連結子会社の数 ３社 

ハイパック株式会社 

上海昭和高分子有限

公司 

  エターナルショウワ

ハ イ ポ リ マ ー

Co.,Ltd. 

なお、エターナルショ

ウワハイポリマー

Co.,Ltd.は前連結会計

年度において持分法適

用の関連会社であった

が、業容拡大により重

要性が増大したことと

支配力基準の適用によ

り支配していると認め

られることから、当中

間連結会計期間より新

たに連結の範囲に含め

た。 

株式会社佐藤商行 

エターナルショウワ

ハ イ ポ リ マ ー

Co.,Ltd. 

なお、株式会社佐藤商

行は、前連結会計年度

において非連結子会社

であったが、重要性が

増したことから、当中

間連結会計期間より新

たに連結の範囲に含め

た。 

エターナルショウワ

ハ イ ポ リ マ ー

Co.,Ltd. 

なお、エターナルショ

ウワハイポリマー

Co.,Ltd.は前連結会計

年度において持分法適

用の関連会社であった

が、業容拡大により重

要性が増大したことと

支配力基準の適用によ

り支配していると認め

られることから、当連

結会計年度より新たに

連結の範囲に含めた。 

  (2) 非連結子会社  １社 

株式会社佐藤商行 

(連結の範囲から除いた理

由) 

中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲か

ら除外している。 

(2) 非連結子会社数 

該当事項なし。 

  

  

(2) 非連結子会社  １社 

株式会社佐藤商行 

(連結の範囲から除いた理

由) 

連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていない

ため連結の範囲から除

外している。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数 

該当事項なし。 

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数 

該当事項なし。 

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数 

該当事項なし。 

  (2) 持分法を適用した関連 

会社数 

該当事項なし。 

(2) 持分法を適用した関連 

会社数 

該当事項なし。 

(2) 持分法を適用した関連

会社数 

該当事項なし。 

  (3) 持分法を適用していな

い非連結子会社(㈱佐

藤商行)及び関連会社

(プラス産業㈱他)は、

それぞれ中間連結純損

益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用範囲

から除外している。 

(3) 持分法を適用していな

い関連会社(プラス産

業㈱他)は、中間連結

純損益及び連結利益剰

余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体

としても重要性がない

ため、持分法の適用範

囲から除外している。 

(3) 持分法を適用していな

い非連結子会社(㈱佐

藤商行)及び関連会社

(プラス産業㈱他)は、

それぞれ連結当期純損

益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用範囲

から除外している。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社である３社の中

間決算日は平成16年６月30

日であり、中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同

中間決算日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っている。 

連結子会社であるハイパッ

ク株式会社、上海昭和高分

子有限公司及びエターナル

ショウワハイポリマー

Co.,Ltd.の中間決算日は平

成17年６月30日であり、中

間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っている。 

連結子会社である３社の決

算日は平成16年12月31日で

あり、連結財務諸表の作成

にあたっては、同決算日現

在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行ってい

る。 



  

  
  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関
する事項 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
…中間連結決算日の
市場価格等に基づく
時価法を採用してい
る。(評価差額は全
部資本直入法により
処理し、売却原価は
総平均法による。) 
時価のないもの 
…総平均法による原
価法を採用してい
る。 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 
同左 

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 
…連結決算日の市場
価格等に基づく時価
法を採用している。
(評価差額は全部資
本直入法により処理
し、売却原価は総平
均法による。) 
時価のないもの 
…総平均法による原
価法を採用してい
る。 

  ②たな卸資産 
総平均法による原価法
を採用している。 
(但し、補助材料は最
終仕 入 原 価 法 によ
る。) 

②たな卸資産 
総平均法による原価法
を採用している。 

②たな卸資産 
総平均法による原価法
を採用している。 
なお、補助材料は前連
結会計年度まで最終仕
入原価法によっていた
が、当連結会計年度よ
り総平均法による原価
法に変更した。 

  (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 
有形固定資産及び無形
固定資産については、
定額法によっている。
なお、取得価額10万円
以上20万円未満の少額
減価償却資産について
は、一括償却資産とし
て、３年間で均等償却
する方法によってい
る。また、自社利用の
ソフトウェアについて
は、社内における利用
可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用してい
る。 
なお、主な耐用年数は
以下のとおりである。 

建物及び 
構築物 

２～60年

機械装置 
及び運搬具 

２～17年

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 
同左 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 
同左 

  (3) 重要な引当金の計上基
準 
①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般
債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能
性を検討し、回収不能
見込額を計上してい
る。 

(3) 重要な引当金の計上基
準 
①貸倒引当金 
同左 

(3) 重要な引当金の計上基
準 
①貸倒引当金 
同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ②賞与引当金 

従業員に支給する賞与

に充てるため、下半期

支給見込額の当中間期

期間対応分を計上して

いる。 

②賞与引当金 

同左 

  

②賞与引当金 

従業員に支給する賞与

に充てるため、次期上

半期支給見込額の当期

期間対応分を計上して

いる。 

  ③退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末

において発生している

と認められる額を計上

している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理してい

る。 

執行役員・理事につい

ては、退職給付に備え

るために、自己都合退

職の場合の中間期末要

支給額を計上してい

る。 

③退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末

において発生している

と認められる額を計上

している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理してい

る。 

当社の執行役員・理事

については、平成17年

６月度をもって退職金

制度を廃止したため、

引当金残高を取り崩

し、当中間連結会計期

間末未払額については

流動負債「その他」に

含めている。 

③退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務及び年金資

産に基づき、当連結会

計年度末において発生

していると認められる

額を計上している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理してい

る。 

執行役員・理事につい

ては、退職給付に備え

るために、自己都合退

職の場合の期末要支給

額を計上している。 

  ④役員退職慰労引当金 

役員については退任時

の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額

を計上している。 

④役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社の役

員については退任時の

退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を

計上している。 

当社は平成17年６月29

日の定時株主総会の終

結時をもって役員退職

慰労金制度を廃止した

ため、引当金残高を取

り崩し、当中間連結会

計期間末未払額につい

ては流動負債「その

他」及び固定負債「そ

の他」に含めている。 

④役員退職慰労引当金 

役員については退任時

の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計

上している。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は

中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理してい

る。なお、在外連結子

会社の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

連結子会社の中間決算

日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算

差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に

含めている。 

――――― ――――― 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られる以外のファイナ

ンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じ

た会計処理によってい

る。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ている。なお、振当処

理の要件を満たす為替

予約については振当処

理によっている。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

ヘッジ対象 

製品等輸出入による

外貨建売上債権・仕

入債務 

②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  

  ③ヘッジ方針 

基本的に外貨建金銭債

権債務の残高の範囲内

で、為替相場の変動リ

スクを軽減するため、

外貨建取引毎に、個別

為替予約を行ってい

る。 

③ヘッジ方針 

同左 

  

③ヘッジ方針 

同左 

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ④ヘッジの有効性評価の

方法 

為替予約の締結時に、

リスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一

金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の

為替相場の変動による

相関関係は完全に確保

されているので中間連

結決算日における有効

性の評価を省略してい

る。 

④ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

④ヘッジの有効性評価の

方法 

為替予約の締結時に、

リスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一

金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の

為替相場の変動による

相関関係は完全に確保

されているので連結決

算日における有効性の

評価を省略している。 

  

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

(6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

   消費税等の会計処理 

税抜方式によってい

る。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

手許資金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資である。 

同左 同左 



(会計処理の変更) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用している。これによる損

益に与える影響はない。 

――――― 



(追加情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(繰延資産の処理方法) 

 連結子会社上海昭和高分子有限公

司における開業費については、従

来、５年間で均等償却する方法を採

用しており、前中間連結会計期間に

おいても５年間で均等償却する方法

による年間償却費の額を期間により

按分計上していたが、前連結会計年

度において中国会計基準の変更に伴

い、期首における未償却残高を一括

償却した。この結果、前連結会計年

度と同じ方法によった場合と比べ前

中間連結会計期間の営業利益及び経

常利益は６百万円少なく、税金等調

整前中間純利益は37百万円多く計上

されている。 

(外形標準課税) 

 当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取り扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上している。

この結果、販売費及び一般管理費が

32百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が32

百万円減少している。 

(たな卸資産の評価基準及び評価方

法) 

 従来、補助材料については重要性

が乏しく、簡便な最終仕入原価法を

採用していたが、新たな基幹業務シ

ステムを平成16年11月より導入した

ことに伴い、11月度より総平均法に

よる原価法に変更した。この変更は

主要原材料の評価基準及び評価方法

と統一し、本来の会計処理に改める

ことを目的としたものである。従っ

て前中間連結会計期間は従来の方法

によっているが、当中間連結会計期

間と同一の方法を採用した場合と比

べ、損益への影響は軽微である。 

(たな卸資産の評価基準及び評価方

法) 

 従来、補助材料については重要性

が乏しく、簡便な最終仕入原価法を

採用していたが、新たな基幹業務シ

ステムを平成16年11月より導入した

ことに伴い、11月度より総平均法に

よる原価法に変更した。この変更は

主要原材料の評価基準及び評価方法

と統一し、本来の会計処理に改める

ことを目的としたものであり、これ

による損益への影響は軽微である。 

(外形標準課税) 

 当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い、法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上している。この

結果、販売費及び一般管理費が64百

万円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が64百万

円減少している。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、19,117百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、19,791百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、19,450百万円である。 

※２ グループ内預け金は、昭和電

工㈱の子会社である昭和ファ

イナンス㈱に対する預け金で

あり、昭和電工グループ内の

資金を一元化して効率活用す

ることを目的としている。 

※２     同左 ※２     同左 

  

※３   ―――――― ※３ 受取手形割引高は、67百万円

である。 

※３   ―――――― 

※４ 受取手形の譲渡代金3,178百

万円を未収入金に計上してい

る。 

※４ 受取手形の譲渡代金2,657百

万円を未収入金に計上してい

る。 

※４ 受取手形の譲渡代金2,546百

万円を未収入金に計上してい

る。 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 

給料手当 832百万円

販売物流費 753百万円

賞与引当金 
繰入額 

218百万円

役員退職慰労
引当金繰入額 

23百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 

給料手当 891百万円

販売物流費 690百万円

賞与引当金
繰入額 

190百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

7百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 

給料手当 1,707百万円

販売物流費 1,490百万円

賞与引当金 
繰入額 

190百万円

役員退職慰労
引当金繰入額 

42百万円

２ 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る利益処分による固定資産圧

縮積立金等の取崩しを前提と

して金額を計算している。 

２     同左 

  

――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,388百万円

グループ内 
預け金勘定 

5,232百万円

現金及び現金同等物 7,620百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,295百万円

グループ内 
預け金勘定 

4,584百万円

現金及び現金同等物 6,879百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,513百万円

グループ内
預け金勘定 

4,984百万円

現金及び現金同等物 7,498百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産「その他」 

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高の

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定している。 

(工具器具備品)  

取得価額相当額 3百万円

減価償却累計額 
相当額 

2百万円

中間期末残高 
相当額 

1百万円

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産「その他」 

同左 

(工具器具備品)

取得価額相当額 3百万円

減価償却累計額
相当額 

3百万円

中間期末残高
相当額 

0百万円

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

有形固定資産「その他」 

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高の有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してい

る。 

(工具器具備品)  

取得価額相当額 3百万円

減価償却累計額 
相当額 

2百万円

期末残高相当額 1百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高の有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してい

る。 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

計 1百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

同左 

１年以内 0百万円

１年超 0百万円

計 0百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高の有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」に

より算定している。 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

計 1百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費 
相当額 

0百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費
相当額 

0百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費 
相当額 

1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格である。 

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格である。 

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格である。 

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 515 1,119 603

  中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 

1,425

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 614 1,704 1,090

  中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 

1,429

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 557 1,459 901

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
非上場株式 

1,425



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項なし。(ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。) 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項なし。(ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。) 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

該当事項なし。(ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。) 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、合成樹脂製品セグメントの売上高及び営

業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超である

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計額に占める

「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

本邦以外の国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してい

る。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度による。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア……中国、韓国、東南アジア 

 (2) その他……北米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア その他 計 

海外売上高(百万円) 2,240 165 2,404 

連結売上高(百万円)   16,572 

連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
13.5 1.0 14.5 

  アジア その他 計 

海外売上高(百万円) 3,488 161 3,649 

連結売上高(百万円)   29,805 

連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
11.7 0.5 12.2 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 456.86円 459.36円 457.62円 

１株当たり中間(当期)純利益 4.77円 2.28円 7.11円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

4.69円 2.26円 7.02円 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間連結損益計算書(連結損
益計算書)上の中間(当期)純
利益(百万円) 

259 124 386

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円) 

259 124 386

普通株式の期中平均株式数
(株) 

54,357,271 54,326,691 54,350,009

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた中間(当期)純利益調整
額の主要な内訳(百万円) 

 

支払利息 
(税額相当額控除後) 

2 2 4

中間(当期)純利益調整額
(百万円) 

2 2 4

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(株) 

 

転換社債 1,291,666 1,291,666 1,291,666

普通株式増加数(株) 1,291,666 1,291,666 1,291,666



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    2,237 2,024   2,280 

２ グループ内預け金 ※３  5,232 4,584   4,984 

３ 受取手形    1,125 906   983 

４ 売掛金    6,356 7,940   7,726 

５ たな卸資産    2,488 2,739   2,986 

６ 未収入金 ※４  3,259 2,773   2,705 

７ その他    1,080 733   645 

貸倒引当金    △32 △7   △6 

流動資産合計    21,746 62.7 21,692 60.2   22,303 61.7

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   3,107   3,437 3,383   

(2) 機械装置   1,955   2,172 1,809   

(3) 土地   1,735   1,735 1,735   

(4) その他   1,663   1,668 1,725   

計    8,461 9,012   8,653 

２ 無形固定資産    47 487   450 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   2,767   3,272 3,107   

(2) その他   1,760   1,647 1,673   

貸倒引当金   △78   △59 △59   

計    4,449 4,859   4,720 

固定資産合計    12,957 37.3 14,359 39.8   13,824 38.3

資産合計    34,702 100.0 36,051 100.0   36,127 100.0

           



  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形    610 ―   ― 

２ 買掛金    5,350 7,187   7,592 

３ １年以内償還予定 
  の転換社債    ― 930   930 

４ 賞与引当金    381 347   341 

５ 設備関係支払手形    103 ―   ― 

６ その他 ※５  1,630 1,675   1,162 

流動負債合計    8,074 23.3 10,139 28.1   10,025 27.7

Ⅱ 固定負債          

１ 転換社債    930 ―   ― 

２ 長期預り金    153 309   307 

３ 退職給付引当金    432 219   349 

４ 役員退職慰労引当金    146 ―   165 

５ その他    ― 348   209 

固定負債合計    1,662 4.8 876 2.5   1,030 2.9

負債合計    9,736 28.1 11,015 30.6   11,055 30.6

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    10,951 31.6 10,951 30.4   10,951 30.3

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   9,912   9,912 9,912   

資本剰余金合計    9,912 28.6 9,912 27.5   9,912 27.4

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   657   657 657   

２ 任意積立金   188   189 188   

 ３ 中間(当期)未処 
   分利益   2,923   2,727 2,858   

   利益剰余金合計    3,769 10.8 3,573 9.9   3,703 10.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    358 1.0 632 1.7   535 1.5

Ⅴ 自己株式    △23 △0.1 △33 △0.1   △29 △0.1

資本合計    24,967 71.9 25,036 69.4   25,072 69.4

負債資本合計    34,702 100.0 36,051 100.0   36,127 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    13,549 100.0 14,720 100.0   28,085 100.0

Ⅱ 売上原価    10,117 74.7 11,460 77.9   21,256 75.7

売上総利益    3,433 25.3 3,260 22.1   6,829 24.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,049 22.5 3,040 20.6   6,099 21.7

営業利益    383 2.8 221 1.5   729 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  46 0.4 103 0.7   90 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  55 0.4 141 1.0   155 0.5

経常利益    375 2.8 182 1.2   665 2.4

Ⅵ 特別利益    ― ― ― ―   15 0.0

税引前中間(当期) 
純利益    375 2.8 182 1.2   680 2.4

法人税、住民税 
及び事業税   10   10 20   

法人税等調整額   169 179 1.4 84 94 0.6 312 332 1.2

中間(当期)純利益    195 1.4 88 0.6   347 1.2

前期繰越利益    2,728 2,639   2,728 

中間配当額    ― ―   217 

中間(当期)未処分利益    2,923 2,727   2,858 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

(1) 有価証券 (1) 子会社株式及び関連会

社株式 

総平均法による原価

法を採用している。 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用している。

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は総平

均法による。) 

時価のないもの 

…総平均法による原

価法を採用してい

る。 

(2) その他有価証券 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格

等に基づく時価法を

採用している。(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は総平均法

による。) 

時価のないもの 

…総平均法による原

価法を採用してい

る。 

(2) たな卸資産 総平均法による原価法を採

用している。但し補助材料

は最終仕入原価法を採用し

ている。 

総平均法による原価法を採

用している。 

総平均法による原価法を採

用している。 

なお、補助材料は前期まで

最終仕入原価法によってい

たが、当期より総平均法に

よる原価法に変更した。 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産及び無形固定

資産については、定額法に

よっている。なお、取得価

額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産について

は、一括償却資産として、

３年間で均等償却する方法

によっている。また、自社

利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額

法を採用している。 

なお、主な耐用年数は次の

とおりである。 

建物 
及び構築物 

２～60年

機械装置 
及び運搬具 

２～17年

同左 同左 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上してい

る。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

従業員に支給する賞与

に充てるため、下半期

支給見込額の当中間期

期間対応分を計上して

いる。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に支給する賞与

に充てるため、次期上

半期支給見込額の当期

期間対応分を計上して

いる。 

  (3) 退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当期末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末

において発生している

と認められる額を計上

している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理をして

いる。 

執行役員・理事につい

ては、退職給付に備え

るために、自己都合退

職の場合の中間期末要

支給額を計上してい

る。 

(3) 退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当期末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末

において発生している

と認められる額を計上

している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理をして

いる。 

執行役員・理事につい

ては、平成17年６月度

をもって退職金制度を

廃止したため、引当金

残高を取り崩し、当中

間会計期間末未払額に

ついては流動負債「そ

の他」に含めている。 

(3) 退職給付引当金 

従業員(執行役員・理

事を除く)の退職給付

に備えるため、当期末

における退職給付債務

及び年金資産に基づ

き、当期末において発

生していると認められ

る額を計上している。 

なお、数理計算上の差

異は、発生年度におい

て全額費用処理してい

る。 

執行役員・理事につい

ては、退職給付に備え

るために、自己都合退

職の場合の期末要支給

額を計上している。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員については、退任

時の退職慰労金支給に

備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額

を計上している。 

なお、当引当金は商法

施行規則第43条に規定

する引当金である。 

(4) 役員退職慰労引当金 

平成17年６月29日の定

時株主総会の終結時を

もって役員退職慰労金

制度を廃止したため、

引当金残高を取り崩

し、当中間会計期間末

未払額については流動

負債「その他」及び固

定負債「その他」に含

めている。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員については、退任

時の退職慰労金支給に

備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計

上している。 

なお、当引当金は商法

施行規則第43条に規定

する引当金である。 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

る。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ている。なお、振当処

理の要件を満たす為替

予約については振当処

理によっている。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

ヘッジ対象 

製品等輸出入による

外貨建売上債権・仕

入債務 

②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  ③ヘッジ方針 

基本的に外貨建金銭債

権債務の残高の範囲内

で、為替相場の変動リ

スクを軽減するため、

外貨建取引毎に、個別

為替予約を行ってい

る。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジの有効性の評価

方法 

為替予約の締結時に、

リスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一

金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の

為替相場の変動による

相関関係は完全に確保

されているので、中間

決算日における有効性

の評価を省略してい

る。 

④ヘッジの有効性の評価

方法 

同左 

④ヘッジの有効性の評価

方法 

為替予約の締結時に、

リスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一

金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の

為替相場の変動による

相関関係は完全に確保

されているので、決算

日における有効性の評

価を省略している。 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によってい

る。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



(会計処理の変更) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用している。これによる損益に

与える影響はない。 

―――――― 



(追加情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(外形標準課税) 

 当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

り扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い、法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上している。この

結果、販売費及び一般管理費が32百

万円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が32百万円減少

している。 

(たな卸資産の評価基準及び評価方

法) 

 従来、補助材料については重要性

が乏しく、簡便な最終仕入原価法を

採用していたが、新たな基幹業務シ

ステムを平成16年11月より導入した

ことに伴い、11月度より総平均法に

よる原価法に変更した。この変更は

主要原材料の評価基準及び評価方法

と統一し、本来の会計処理に改める

ことを目的としたものである。従っ

て前中間会計期間は従来の方法によ

っているが、当中間会計期間と同一

の方法を採用した場合と比べ、損益

への影響は軽微である。 

(たな卸資産の評価基準及び評価方

法) 

 従来、補助材料については重要性

が乏しく、簡便な最終仕入原価法を

採用していたが、新たな基幹業務シ

ステムを平成16年11月より導入した

ことに伴い、11月度より総平均法に

よる原価法に変更した。この変更は

主要原材料の評価基準及び評価方法

と統一し、本来の会計処理に改める

ことを目的としたものであり、これ

による損益への影響は軽微である。 

(外形標準課税) 

 当期から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平

成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号)に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費

に計上している。この結果、販売費

及び一般管理費が64百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が64百万円減少している。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減

価償却累計額 

18,549百万円 19,020百万円 18,807百万円 

２ 保証債務 銀行借入に対する保証債務 

上海昭和高分子 
有限公司 

470百万円

銀行借入に対する保証債務 

上海昭和高分子
有限公司 

518百万円

エターナルショ
ウワハイポリマ
ーCo.,Ltd. 

119百万円

計 637百万円

銀行借入に対する保証債務 

上海昭和高分子 
有限公司 

428百万円

エターナルショ
ウワハイポリマ
ーCo.,Ltd. 

16百万円

計 444百万円

※３ グループ内預け

金 

グループ内預け金は、昭和

電工㈱の子会社である昭和

ファイナンス㈱に対する預

け金であり、昭和電工グル

ープ内の資金を一元化して

効率活用することを目的と

している。 

同左 同左 

  

※４ 手形債権の流動

化 

受取手形の譲渡代金3,178

百万円を未収入金に計上し

ている。 

受取手形の譲渡代金2,657

百万円を未収入金に計上し

ている。 

受取手形の譲渡代金2,546

百万円を未収入金に計上し

ている。 

※５ 消費税等の取扱

い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負

債「その他」に含めて表示

している。 

同左 ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち重要なもの 

受取利息 9百万円 受取利息 10百万円 受取利息 20百万円

※２ 営業外費用のう

ち重要なもの 

支払利息 5百万円 支払利息 8百万円 支払利息 13百万円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

  

  419百万円

  1百万円

  

379百万円

48百万円

  

856百万円

40百万円

４ その他 当中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による固定資

産圧縮積立金等の取崩しを

前提として金額を計算して

いる。 

同左 ――――― 



(リース取引関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められる以外のファイナン

ス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産「その他」 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産「その他」 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

有形固定資産「その他」 

(工具器具備品)

取得価額 
相当額 

3百万円

減価償却累計額 
相当額 

2百万円

中間期末 
残高相当額 

1百万円

(工具器具備品)

取得価額 
相当額 

3百万円

減価償却累計額
相当額 

3百万円

中間期末 
残高相当額 

0百万円

(工具器具備品)

取得価額
相当額 

3百万円

減価償却累計額 
相当額 

2百万円

期末残高相当額 1百万円

なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高の有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してい

る。 

同左 なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高の有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定している。 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

計 1百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 0百万円

１年超 0百万円

計 0百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

計 1百万円

なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高の有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」

により算定している。 

同左 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高の有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

している。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(重要な後発事象) 

該当する事項はない。 

  

(2) 【その他】 

平成17年11月22日開催の取締役会において、第106期の中間配当を行うことを決議した。 

  

中間配当金総額 217百万円

１株当たりの額 ４円00銭



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第105期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

昭 和 高 分 子 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている昭和高

分子株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余

金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、昭和高分子株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

監査法人 不 二 会 計 事 務 所 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  星  野  紘  紀  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  田  中     豊  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月20日

昭 和 高 分 子 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている昭和高

分子株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余

金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、昭和高分子株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

監査法人 不 二 会 計 事 務 所 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  星  野  紘  紀  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  田  中     豊  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

昭 和 高 分 子 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている昭和高

分子株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第105期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、昭和高分子株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

  

監査法人 不 二 会 計 事 務 所 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  星  野  紘  紀  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  田  中     豊  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月20日

昭 和 高 分 子 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている昭和高

分子株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第106期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、昭和高分子株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

  

監査法人 不 二 会 計 事 務 所 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  星  野  紘  紀  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  田  中     豊  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/52
	pageform2: 2/52
	form1: EDINET提出書類  2005/12/20 提出
	form2: 昭和高分子株式会社(262023)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/52
	pageform4: 4/52
	pageform5: 5/52
	pageform6: 6/52
	pageform7: 7/52
	pageform8: 8/52
	pageform9: 9/52
	pageform10: 10/52
	pageform11: 11/52
	pageform12: 12/52
	pageform13: 13/52
	pageform14: 14/52
	pageform15: 15/52
	pageform16: 16/52
	pageform17: 17/52
	pageform18: 18/52
	pageform19: 19/52
	pageform20: 20/52
	pageform21: 21/52
	pageform22: 22/52
	pageform23: 23/52
	pageform24: 24/52
	pageform25: 25/52
	pageform26: 26/52
	pageform27: 27/52
	pageform28: 28/52
	pageform29: 29/52
	pageform30: 30/52
	pageform31: 31/52
	pageform32: 32/52
	pageform33: 33/52
	pageform34: 34/52
	pageform35: 35/52
	pageform36: 36/52
	pageform37: 37/52
	pageform38: 38/52
	pageform39: 39/52
	pageform40: 40/52
	pageform41: 41/52
	pageform42: 42/52
	pageform43: 43/52
	pageform44: 44/52
	pageform45: 45/52
	pageform46: 46/52
	pageform47: 47/52
	pageform48: 48/52
	pageform49: 49/52
	pageform50: 50/52
	pageform51: 51/52
	pageform52: 52/52


